
 

 

 

開催期間 令和元年 11月 19日（火）～12月 10日（火） 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相談会日程（個人向け） 

開催日 会  場 定員（個人） 相談会の内容 

１２月４日（水） 
県大崎合同庁舎 ８名  ■相談会は午前９時３０分から午後４時３０分まで 

（ただし，栗原会場は午後１時からとなります。） 

■相談時間は１人当たり原則１時間３０分とします。 
（心の健康相談は別途） 

①消費生活相談員等による面談（３０分） 

       

②弁護士又は司法書士による法律相談（３０分） 

 

③消費生活相談員等による事後相談等（３０分） 

 

■希望する方は｢心の健康相談｣も受けられます。 

県石巻合同庁舎 １０名 

５日（木） 
県栗原合同庁舎 ４名 

県気仙沼合同庁舎 ８名 

６日（金） 

      

県大河原合同庁舎  １０名 

県登米合同庁舎 ８名  

７日（土） 県  庁 １２名 

   ８日（日） 県  庁 １２名 

●申込方法（事前予約制） 

 予約受付期間 令和元年１１月１日（金）～ 事業者：１５日（金）、個人：２２日（金） 

■個人の方 宮城県消費生活センター 電話 ０ ２ ２ －２ ６ １ －５ １ ６ ４  
予約受付時間  午前９ 時～午後５ 時   (予約用の電話番号) 

 

■事業者の方 (11/19大河原， 

12/7-8県庁 12/10石巻) 

東北財務局金融監督第三課 電話 ０ ２ ２ －２ ６ ６ －５ ７ ０ ３  
予約受付時間  午前９時～正午，午後１時～午後５時 
(土日は受付を行っておりません。) 

             ※予約受付期間終了後も，定員に達していない場合は，引き続き予約を受け付けます。 

●主 催 宮城県多重債務問題対策会議 

構成団体：東北財務局・東北経済産業局・日本司法支援センター宮城地方事務所(法テラス宮城)・仙台弁護士会・宮城県司

法書士会･日本貸金業協会宮城県支部･公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会･宮城県クレジット･サラ金問題を

解決する会(みやぎ青葉の会)・宮城県金融広報委員会･宮城県社会福祉協議会･仙台市･宮城県警察本部・宮城県 

●後 援 宮城県市長会・宮城県町村会 ●協 力 仙台商工会議所・宮城県商工会連合会 

●問合せ （個人） 宮城県 消費生活・文化課（消費生活センター） TEL：０２２－２６１－５１６４ 

     （事業者）東北財務局（金融監督第三課）         TEL：０２２－２６６－５７０３ 

宮城県では，債務整理や生活再建などを支援するため，多重債務等に関する無料法律相談会を開催します。 

個人の方を対象としますが，県庁会場，石巻会場，大河原会場では，下記定員とは別に，事業者の方の相談も受

け付けますので，お問い合わせください。 

あわせて，借金などが原因で心の健康に不安（よく眠れないなど）がある方を対象に，「心の健康相談」も実施

していますので，遠慮なく御相談ください。 

■ 数社からの借入があり，今後の返済をどうしようか…。銀行カードローンの返済もある･･･。 

■ 収入の予定が狂ってしまって，住宅ローンもあるし，新たに借入しないと返済ができない･･･。 

■ 借入は１社だが，額が多くて返済できない･･･。 

 

 このようなお悩みを抱えている方は，一人で悩まずに，まずは御相談ください。借金の問題は必ず解決できます。  

相談は無料，秘密は厳守します。弁護士・司法書士・消費生活相談員及び保健師（心の相談のみ）などが相談に応じます。 

要予約 



【多重債務に関する相談窓口の御案内】 
 多重債務に関する相談については，東北財務局・県・各市町村の消費生活相談窓口等において，随時，電話や来所

（面談）による相談に応じています。 

 また，(公財)日本クレジットカウンセリング協会・みやぎ青葉の会においても，相談窓口を開設しておりますので，

お気軽に御相談ください。 
国の相談窓口 

受付機関名 相談受付日 相談受付時間 相談受付ＴＥＬ 

東北財務局（金融監督第三課） 月～金（祝日･年末年始を除く） 
9:00～12:00 
13:00～17:00 

022-266-5703 

県の相談窓口                

受付機関名 相談受付日 相談受付時間 相談受付ＴＥＬ 

宮城県消費生活センター 
※祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます 

月～金  
土・日 

（※祝日･振替休日・年末年始を除く） 

9:00～17:00 
9:00～16:00 

 
022-261-5161 

【大河原】大河原県民サービスセンター 月～金（祝日･年末年始を除く） 9:00～16:00 0224-52-5700 

【 大崎 】北部県民サービスセンター 〃 〃 0229-22-5700 

【 栗原 】北部栗原県民サービスセンター 〃 〃 0228-23-5700 

【 石巻 】東部県民サービスセンター 〃 〃 0225-93-5700 

【 登米 】東部登米県民サービスセンター 〃 〃 0220-22-5700 

【気仙沼】気仙沼県民サービスセンター 〃 〃 0226-22-7000 

仙台市の相談窓口 

受付機関名 相談受付日 相談受付時間 相談受付ＴＥＬ 

仙台市消費生活センター 毎日（年末年始を除く） 9:00～17:30 022-268-7867 

市町村の相談窓口（仙台市を除く） 

各市町村においても，多重債務に関する相談に応じていますのでお気軽に御相談ください。ただし，窓口開設  

日等は市町村ごとに異なります。 

その他の団体の相談窓口(多重債務関係) 

受付機関名 相談種別 相談受付日 相談受付時間 相談受付ＴＥＬ 

公益財団法人日本クレジッ

トカウンセリング協会東京

センター 

電話相談 月～金（祝日･年末年始を除く） 10：00～12：40 

 

14：00～16：40 

0570-031640 面談相談 

（要予約） 

毎月７回 火・木 13:00～16:00 

（祝日･年末年始を除く） 

みやぎ青葉の会 

電話相談 月・水・金 

（祝日･年末年始を除く） 
13：00～16：00  

022-711-6225 
面談相談 

毎月第３土曜日（要予約） 17：00～20：00 

[心の健康に関する相談窓口の御案内](行政機関) 
相談窓口 相談受付ＴＥＬ 相談受付日 相談受付時間 

宮城県精神保健福祉センター「こころの相談電話」 0229-23-0302 
平日（年末年始

を除く） 

9:00～12:00 

13:00～17:00 

【仙台市】 仙台市精神保健福祉総合センター 

（はあとライン電話相談）※ 仙台市民対象 

 

022-265-2229 

 

平日（年末年始

を除く） 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

【大河原地域】 仙南保健福祉事務所            

【仙台近郊】  仙台保健福祉事務所            

 仙台保健福祉事務所岩沼支所        

 仙台保健福祉事務所黒川支所        

【大崎地域】   北部保健福祉事務所            

【栗原地域】   北部保健福祉事務所栗原地域事務所     

【石巻地域】   東部保健福祉事務所            

【登米地域】    東部保健福祉事務所登米地域事務所     

【気仙沼地域】  気仙沼保健福祉事務所           

0224-53-3132 

022-365-3153 

0223-22-2189 

022-358-1111 

0229-87-8011 

0228-22-2118 

0225-95-1431 

0220-22-6118 

0226-21-1356 

平日（年末年始

を除く） 

8:30～17:15 

 

 


